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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第４区分
【発行日】令和1年9月5日(2019.9.5)

【公開番号】特開2018-80356(P2018-80356A)
【公開日】平成30年5月24日(2018.5.24)
【年通号数】公開・登録公報2018-019
【出願番号】特願2016-222081(P2016-222081)
【国際特許分類】
   Ｂ２２Ｆ   3/105    (2006.01)
   Ｂ２２Ｆ   3/16     (2006.01)
   Ｂ２２Ｆ   3/24     (2006.01)
   Ｂ３３Ｙ  10/00     (2015.01)
【ＦＩ】
   Ｂ２２Ｆ    3/105    　　　　
   Ｂ２２Ｆ    3/16     　　　　
   Ｂ２２Ｆ    3/24     　　　Ｚ
   Ｂ３３Ｙ   10/00     　　　　

【手続補正書】
【提出日】令和1年7月24日(2019.7.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　層状に敷き詰めた金属粉末に第１の電子ビームを照射して前記金属粉末を溶融させた後
凝固して形成された金属凝固層の上に、層状に金属粉末を敷き詰め、前記第１の電子ビー
ムを照射して、新たに敷き詰めた前記金属粉末を溶融させた後凝固した金属凝固層を形成
することを繰り返して、金属が凝固した一次造形物を形成する積層造形工程と、
前記積層造形工程において凝固せずに前記一次造形物に付着した金属粉末を除去して二次
造形物を形成する金属粉末除去工程と、
前記二次造形物に第２の電子ビームを照射して前記二次造形物の表面を再溶融させて造形
物を形成する表面処理工程と
を有することを特徴とする三次元積層造形方法。
【請求項２】
　前記第１の電子ビームは、偏向させることにより前記層状に敷き詰められた金属粉末上
を走査して前記金属粉末を溶融させることを特徴とする請求項１に記載の三次元積層造形
方法。
【請求項３】
　前記第２の電子ビームの前記二次造形物に対する中央ビーム軸の方向は、前記第１の電
子ビームの前記一次造形物に対する中央ビーム軸の方向とは異なることを特徴とする請求
項１または２に記載の三次元積層造形方法。
【請求項４】
　前記金属凝固層の層の面に対して前記第１の電子ビームの中央ビーム軸が成す角度と、
前記金属凝固層の層の面に対して前記第２の電子ビームの中央ビーム軸が成す角度との差
が、９０度から１８０度の範囲の角度であることを特徴とする請求項３に記載の三次元積
層造形方法。
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【請求項５】
　前記第２の電子ビームと前記二次造形物との少なくとも一方を移動させることにより、
前記第２の電子ビームが前記二次造形物の表面における前記金属凝固層の層の境界線に交
差するように移動して照射することを特徴とする請求項１から４のいずれか１項に記載の
三次元積層造形方法。
【請求項６】
　前記第２の電子ビームは、偏向させることにより前記二次造形物上を走査して前記二次
造形物の表面を再溶融させることを特徴とする請求項１から４のいずれか１項に記載の三
次元積層造形方法。
【請求項７】
　前記積層造形工程において形成された前記金属凝固層の厚さ方向における、前記第２の
電子ビームの照射により前記二次造形物の表面に形成される溶融池の幅が、予め設定した
寸法以上となるよう、前記第２の電子ビームのパラメータを設定することを特徴とする請
求項１から６のいずれか１項に記載の三次元積層造形方法。
【請求項８】
　前記予め設定した寸法は、前記積層造形工程において形成された前記金属凝固層の１層
の厚さの２倍であることを特徴とする請求項７に記載の三次元積層造形方法。
【請求項９】
　前記第２の電子ビームのパラメータがビームパワーであることを特徴とする請求項７ま
たは８に記載の三次元積層造形方法。
【請求項１０】
　前記第２の電子ビームのパラメータがビーム径であることを特徴とする請求項７または
８に記載の三次元積層造形方法。
【請求項１１】
　前記第２の電子ビームは、ビーム軸に対して垂直な方向に振動させた電子ビームであり
、前記振動の幅を調整して前記溶融池の幅を制御することを特徴とする請求項７または８
に記載の三次元積層造形方法。
【請求項１２】
　前記第２の電子ビームのビーム径は、前記積層造形工程における前記金属凝固層の１層
の厚さの２倍以上であることを特徴とする請求項１から６のいずれか１項に記載の三次元
積層造形方法。
【請求項１３】
　前記第２の電子ビームは、ビーム軸に対して垂直な方向に振動させた電子ビームである
ことを特徴とする請求項１から６のいずれか１項に記載の三次元積層造形方法。
【請求項１４】
　第１の電子ビーム照射室と第１の電子銃とを備え、前記第１の電子ビーム照射室内にお
いて、層状に敷き詰めた金属粉末に第１の電子ビームを照射して前記金属粉末を溶融させ
た後凝固して形成された金属凝固層の上に、層状に金属粉末を敷き詰め、前記第１の電子
ビームを照射して、新たに敷き詰めた前記金属粉末を溶融させた後凝固して金属凝固層を
形成することを繰り返して、金属が凝固した一次造形物を形成するように制御される第１
の電子ビーム照射機と、
前記一次造形物に凝固せずに付着した金属粉末を除去して前記一次造形物を二次造形物と
する金属粉末除去室を備えた金属粉末除去機と、
　第２の電子ビーム照射室と第２の電子銃を備え、前記第２の電子ビーム照射室内におい
て、前記二次造形物に第２の電子ビームを照射して前記二次造形物の表面を再溶融させて
造形物を形成するよう構成された第２の電子ビーム照射機とを備えたことを特徴とする三
次元積層造形装置。
【請求項１５】
　前記第１の電子ビーム照射室と前記金属粉末除去室とは、第１のゲートを介して接続さ
れており、前記金属粉末除去室と前記第２の電子ビーム照射室とは、第２のゲートを介し
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て接続されていることを特徴とする請求項１４に記載の三次元積層造形装置。
【請求項１６】
　前記第１の電子ビーム照射室と前記第２の電子ビーム照射室は同一の電子ビーム照射室
であり、前記第１の電子銃と前記第２の電子銃は同一の電子銃であることを特徴とする請
求項１４に記載の三次元積層造形装置。
【請求項１７】
　前記電子ビーム照射室と前記金属粉末除去室とはゲートを介して接続されていることを
特徴とする請求項１６に記載の三次元積層造形装置。
【請求項１８】
　前記第２の電子ビームの前記二次造形物に対する中央ビーム軸の方向が、前記第１の電
子ビームの前記一次造形物に対する中央ビーム軸の方向とは異なるように構成されている
ことを特徴とする請求項１４から１７のいずれか１項に記載の三次元積層造形装置。
【請求項１９】
　前記第２の電子ビームのビーム径は、前記金属凝固層の１層の厚さの２倍以上であるこ
とを特徴とする請求項１４から１８のいずれか１項に記載の三次元積層造形装置。
【請求項２０】
　前記第２の電子ビームは、ビーム軸に対して垂直な方向に振動させることを特徴とする
請求項１４から１８のいずれか１項に記載の三次元積層造形装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３０】
　造形後の造形物の表面の凹凸の例を図９、１０、１１に示す。図は造形物表面の断面の
模様である。横方向は表面に平行方向で縦方向がそこでの凹凸の様子になる。図９は積層
造形時の中央ビーム軸２５に平行な面、図１０は中央ビーム軸２５に直交する面、図１１
は電子ビーム照射側に対して裏側の面である。それぞれの表面粗さは、Raは
　　　積層造形工程の中央ビーム軸２５に平行な面　　　　29μｍ　　
　　　積層造形工程の中央ビーム軸２５に直交する面　　　 9μｍ
　　　積層造形工程の電子ビーム照射側に対して裏面　　　27μｍ
程度であった。このように、積層造形時の中央ビーム軸２５に平行な面において、積層方
向にそって連続した凸、あるいは連続した凹が発生することが多い。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７０】
１　電子銃（第１の電子銃）、２　電子ビーム（第１の電子ビーム）、３　電子ビーム照
射室（第１の電子ビーム照射室）、４　造形ボックス、５　昇降ステージ、６　金属粉末
、７　給粉機、８　造形物、８１　一次造形物、８２　二次造形物、１１　金属粉末除去
室、１２　ジェットノズル、２１　電子銃（第２の電子銃）、２２　電子ビーム（第２の
電子ビーム）、２３　電子ビーム照射室（第２の電子ビーム照射室）、２５　積層造形工
程の中央ビーム軸、２６　表面処理工程の中央ビーム軸、７６　溶融池、１００　電子ビ
ーム照射機（第１の電子ビーム照射機）、１１０　電子ビーム照射機、３００　電子ビー
ム照射機（第２の電子ビーム照射機、１５０　積層槽、２００　金属粉末除去機、１０２
　第１のゲート、１０３　ゲート、２０３　第２のゲート、
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